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中5110,23 陳情 ζ第 ?

令和 5年 10月 20日

うくば市議会 五頭泰誠 議長

つくば市立吾妻中学校における援助費に関する陳情書

陳情者 住所 県つ く

連絡先

■陳情趣旨

つくば市が謂れのない嫌疑をかけられる要因を払拭するために陳情書を認め

ました。憲法第 26条第 2項にて「義務教育は無償とする」とありますもしかし、

吾妻中学校には、何ら説明されない「援助費」が計上されておりました。教育局

学び推進課によると、吾妻中学校の援助費は、PTA総会資料に記載し、PTA総
会でPTA会員に説明し、「PTA会員の賛同を得たから全在校生が負担しなけれ

ばならない費用だ」ということでした。
｀
無償であるはずの義務教育において政府の決定でもなく、強需ll力 の法的根拠

を何ら持たない任意団体であるPTAが、憲法を否定する「在校生ら全員に支払
いを求める決定」をし、PTA総会でPTA会員らが賛同したから全在校生からの

徴収は正当だという主張が吾妻中学校の校長らからあつたようで、教育局学ぴ

推進課がそのまま回答してきました。

在校生らlま誰一人PTA会員ではありません。PTA総会には、誰一人在校生ら

は参加していません。なのに、強制力の法的根拠を何ら持たないPTAらが在校
生ら二人一人に負担させる経費として賛同したからと教育局学び推進課から、

法治国家の根幹を揺るがす説Π月がなされました。行政文書開示請求により、在校

生全員にその援助費の負担を強いていることは確認しました。

学校徴収金は、個人の所有になる筆記用具やノー ト、ワークなどの共用できな

い教材が認められてお り、都活動などの個人活動で発生する費用の負担も当然

理解できます。学び推進課に援助費が「地方財政法で地方公共団体が住民に転嫁

を禁 じているものではないか」と確認を取りましたが、該当しない上(PTA活
動費とも別のものとい う趣旨の回答でしたので、令和 4年度の援助費全ての領

収証を開示請求し、内容を確認 しました。

令和 4年度 946990岡使用された援助費の内訳は、所属していない特定の部
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活動に支払われた 178020円 t講師謝礼に 22105円 、公費負担であるはずの公

施設整備に費やされた 479318円、PTA名義の領収証およびPTAが招聘した講

師に 191096円 、誰の何のためか分からない駐車場代 770円 、何の謝礼か分か

らないもの 5616円、謎のせんべい代 1620円 、卒業式の花代と思われる式典費

27569円 t来賓のお茶代などの雑費 40876円でした。    |
吾妻中学校の援助費は ,PTAによる自発的な寄付金であり、賛同したPTA会

員らが自主的に寄付したもので、用途を学校に―任している」という説明でな

ければ説日月がっかないような内訳であり、任意団体の私的な出費であれば開示

請求も封象外でした。             (
領収証を提出したのは学び推進課です。問い合わせがあつた時点で回答のた

めに援助費の内容を確認していたはずですし、開示請求の回答期限である 10月

4日 には、教育局学び推進課が提出する援助費の内容を全て確認していたこと

は確実です。後の 10月 10日付けで「援助費は学校教育上必要な経費」という

回答を二十嵐立青つくば市長が発行しました。

地方財政法第 27条イ4(地方財政法施行令第 52条で挙げられている市町村立小

中学校の建物維縛および修繕に要する経費の転嫁禁止)に抵触するものではない

と回答を得たはずが、校舎維持費である体育館や学級フロアのワックス代まで

含まれておりました。           :
また、個人情報保護法が令和 5年度から地方公共団体にも適用された関係で

「如何なる場合においてもP聰Hこ関する目的のための利用には同意しない」と、

学費引き落としのために提供した口座情報について、学費引き落とし以外の利

用を拒否する保有個人情報利用停止請求書を吾妻中学校に提出しましたが

「PTA会費はEIき 落とさない」と付箋紙でメモに自筆署名した諏訪恵美教頭が

受理 しなかったので、吾妻中学校の援助費は PTA総会で PTA会員にのみ賛同

を得たとしても「PTA関連費用ではない」ということです。

森田教育長が作成し、学び推進課が周知徹底 している「学校徴収金ガイ ドラ

イン」1こ あるように、公立の義務教育における私費負担である学校徴収金は生徒

個人所有となるものや個人活動にかかわる費用で、地方財政法第 4条 5で 「住

民に対 し直接でも間接でも寄付金を割 り当て強制的に徴収してはならない」と

ありますから、在校生全員に割 り当て、PTA会費を取らなかった P阻 会員では

な、いと認識 している賛同意志を示していない保護者からも引き落とした吾妻中

学校の援助費は fPTAによる自発的寄付金」ではなく「学校教育上必要で個人

所有となる紺象」に限定されて使用されたはずですも

薬物乱用防止教育は文都科学省が中学校での実施を決定したにも関わらず、
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義務教育無償に反し公費負担ではなく、その謝礼を全在校生が負担しなければ

ならない決定ができたのは何故なのか理解に苦しみますが、洋菓子店で名が知

られるシャトレーゼで講師に謝本Lと して6人分購入し、徳故かお茶は 7人分。9

月ですから「お遣いに行かれた方も暑かつたから飲んじゃった」としか思えな

い領収証にも、学校教育上必要な経費である理由があったのです。吾妻中学校

に確認を取つた革十嵐立斎つくィば市長が「学校教育上必要な経費」だと回答を

したのですから、全在校生が負担すべき学校教育上必要な経費であると判断せ

ぎるを得ない理由があつたのです。そうでなければ、援助費の保護者への諮り方

だけが不適切だつたかのような回答はできませんからど

市立中学校が学校教育上必要な経費として徴収 した援助費に「首相も文部科

学省も学校組織であると認めていない PTA」 が使用した証である PTA名義の領

収証が存在する理由は分かりませんが、きらと教育委員会または帝長が横領罪

や窃盗罪などで PTAを刑事告訴する準備中なのでしょう。

社会教育団体を名乗 りヽ法令に反 して在校生らに校舎維持費の負担を転嫁さ

せる団体に学校使用許可を出し、子供たちの健全な育成と確かな教育を与える

現場で違法行為を放置しておけば、本来、公費で負担すがき転嫁を禁 じられた

経費が削減出来て、市の財政が助かるセ いう計略で子供たちの権利侵害を容認

し、PTAに学校教育上必要な経費を使用させているはずがありませんから。

地方公務員法第 33条 「職員は、その信用を傷つけ、または職員の職全体の不

名誉となるような行為をしてはならない」とあるように、他人の金で「将門せん

べい薄焼きJ力 食ヽべたいがために、人生を賭けて違法行為に挑むような校長が

平然と生徒らの健全な育成を語る学校の責任者であるなど、ありえません。

個人情報保護法違反、地方財政法違反も然る事ながら、他人の金でせんべいが

食べたいがために「教育の現場に相応 しい環境づくりおよび生徒の教育活動の

振興を図る」「教育活動や学校環境の充実のために有効活用させていただく」な

どと学校名を挙げて実名で真剣に論じながら、生徒ら入の教育と全く関係のな

い『将門せんべい薄焼きどに使らたことを学校教育上必要な経費ですと言い張る

など詐欺行為であり、刑事告訴されてもおかしくない案件以上に、子供でも恥ず

かしすぎて真似できないくらい、ろくでもなさすぎます。      |
学校管理職に至るまでに様々なご苦労があつた事と察 します。長い年月を教

育現場に捧げ、尽力 してきたであろう方々なのに、他人の金で「将門せんべい薄

焼き」が食べたいがためにいとも簡単に法を犯す人物だと思われてしまうこと

を黙つて見過ごすことができません。胸を張つて学校教育上必要な経費だと語

れる、一般市民には到底、理解しがたい確かな、アク歳バティックな指導理論が
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あつたと信じます。

昨年 10月 に値上がりし、現在は1782円 になつた「将門せんべい薄焼き36枚

入りどですが、その辺のス‐パ‐マーケットで販売されており、茨城県民であれ

ば誰もが値段で品物が分かるほどの名菓です。未来を担う生徒らを全力で応援

する吾妻中学校の教職員らが、まるで他人の金で将門せんべいが食べたかつた

ように思われるのは、つくば市民として、到底、詐せるものではありません。

援助費の全ての用途について、在校生が負担すべき個人所有となる学校教育

上必要な経費である理由にらぃてお伺いしたいのは山々ですが、他にも重要な

議案があるので、市議会で全てにおいて説明を求めることは難しいと思います。

援助費の繰越金が 2586494円 もあり、令和 4年度は 946990円 しか使わなかつ

たのに、令和 5年度でも繰越金を下回る1600000円 を追力口で必要とする理由は

一先ず置いておきます。ですから、せめて、学習発表会および音楽発表会である

吾妻中学校の紫苑祭の打ち合わせで全在校生が負担すべき学校教育上必要な経

費と判断された「将門せんべい薄焼き36枚入り」が、どのような狙いで、どの

ような指導に使用されたのかだけでも市議会で説明してもらいたいと思います。

これが説明出来たら、全市民がつくば市の教育に尽力する情熱を理解し、今後

一切の疑念を抱かずに全面的な協力ができると思います。在校生は 300人弱お

りますので、36枚で足りたなら、地元の名産品を知るために全在校生が食べた

わけではないことは、誰が見ても分かりますから、「将門せんべい薄焼き36枚 J

の使途をありのままに説明することで、つくば市に不正や違法行為が一切ない

ことを証明してもらいたいのです。  F

口陳情事項

つくば市立吾妻中学校の学習発表会および音楽発表会である紫苑祭の打ち合

わせで全在校生らの指導に必要と判断され、校長ならびに教頭らが、全在校生が

負担する学校教育上必要な経費と判断し用意した「将門せんべい薄焼き36枚入

り」を、どのような狙いで、どのような指導に使用したのか、す般市民が納得で

きるように、吾妻中学校に確認を取つて学校教育上必要な経費と回答した市長

に説明させ、その内容を公表してください。

PTAの意義についての説明は必要ありません。実態と無関係の理念だけ掲げ

て論点をずらし、逃げ回つている紹介をするのは時間の無駄です。吾妻中学校の

援助費が PTAと いう任意団体の活動資金ではないことは、行政文書開示請求で

援助費を使用した全ての領収証がつくば市から交付されたことで既に証明でき
ています。「将門せんべい薄焼き 36枚入り」を使用した吾妻中学校独自の具体
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的な指導について説明していただければ、つくば市が未来を担う生徒らの健全

な育成と確かな教育に尽力していることが証明できます。
「科学と教育のまち」として知られるつくば市が謂れのない嫌疑をかけられ

ることは絶対に許せません。きっと「流石、つくば市だ」と誰もが感集の声を上

げる斬新ユつ奇抜でt科学的根拠またな確かな教育理論に基づいた「将門せんべ

い薄焼き36枚本り」を使瀬した学習発表や楽器演奏・合屏昌における指導法があ

ることを証明してくれると信じています。

たまたま学習発表および音楽発表会の紫苑祭打ち合わせで必要性を感じて用

意したものであって、紫苑祭と関係ないのであればて「将門せんべい薄焼き 36

枚どが教育現場に相応しい環境づくり、または学校環境の充実のために、学校敷

地内の何処でどのように使用されているかの具体的な紹介でも構いませんcケ

以上
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学四の海2丁目16■ 1
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この傾1更に1とは齢批セ使用しておりますので

印用画を内側に祈り保曽して下さい。
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つ く

市 は 町 村 議 会 議 民 段

陳伴:ふ・第わ

般社団法人

会 長

(会

令fl1 5 4卜 上()「]2()|→

日本教期i備 品協会

大 入 保  昇

長 :二「 省 略 )

学校 裁ホオ(構品Ⅲの 計画的 潅整備推進についてのお願い

学校数材(備占と1)は 、半習動難を津iめ 、児糀生徒ヴ)基礎的 D基本的な学習理解の十憎進を図

る 生で必要不可欠でれ〉ります。また単習指尊要観♂)学習H的 を実現とン、児童¬
‐
i徒 の確か

な学プリの育J互比を図るためには、学校教材(備品)ブ〕安定的かつ計画的な整備を区|る ことが極
′ダ)て重要であります。

学習指導要領でイよ、「主体的・対話的で深い学びJの枕点から学習過任の故警を目1指す
ことが大きなテー・Υとな/,ており、こ,1ァ を実現するため、今後ヴ)授業良開は、観察や実
験、体験や雅似体験等を通じて、児童生徒が自ら考えることがこれまで以上に大切にな

ると存じます。そヴ)た めには、約(や黒板及びデジタル教材だけでなく、「主体的・対li苦的
で深い学びJを触発・支援する学校教材 (備品)の役割がますます大きくなり、授業で精
極的に活用さ,|る よう勢1待 されております中

文都科学省では、義務教育話学校に備える教材の
l′′lll示品日と整′

,簡教量のH安 をとり攻
とめた参考資1学 である「教材整備指針 |を 、平成

｀2o年改言rの学習1指導要領を鮒まえ平
成 28年に策定し′、Чi成 29年改訂の学i聟精尊要領を船まえ令和九年に改言rと 、́各学校 。

各教育委員会が学校教材 (備農1)●)黎備の現状を把撮し、教育方針に応じた整備の計l_歯

「を
立て易くいたしまし,た。主た、こ男■ら

`ノ

)学校教材・(榊 子‖1)の 整備が安定的かf,言1担i的に実

施さオしる(kう 、総務省の協力の下、今和 2年度からの 10か年を計画i期間とする「義務
教育諸学校における教材整備計画 |を策定し、単年度で約 800億 i刊 の地方財政措置が

i‖ じられ′ておりますをしかし′ながら、各々の自治体における学校教材 (備品)の整備につ

いては、財源が地方交付金のため、整備予算に大きなばらつきや差が生じることを懸念
し̂ておりますi

尉 |ヨ 治イ4く におかオしましてイよ、糟 内 (′)韮落 舛 奮諸 雌勝 tと 上、
`

する単横毅材 で備品)の幣布結の

現状を調生」旦胆上壇 と、ェ玖列窪就盟理単

“

亀室と違迪〔.いただきたくお願い中t′ 上げ
ますⅢその 11に 、盗企独古会議に壷■_l(二酋民と教育参鳳会が協議・調整いただき、学
鐘数担玉位邑 壁望藝型堕こぶ 直地狙単 虹生土壁二壁隆逢上ていただく二とをお願い中し′
上げる次第ですゥ

尚、お送りt´ 奪した埓該リーフレットif、 「平・どt,た
｀
l夕 げ)米来のために甜

‐両的な教材
・
整

備が必要ですれiの楽紙のタイトルにありますように、計 l街F的 な学校数材 (備 品)の整備の

実方値をお願いする内容となっております。Fヽ どt)た ちの学力1常l上のため、学校教材
.(備

品)

デ)1准備の参考としていただければ学いです。また、ご質削等ございましたち当脇会まで
ど連絡賜りたく存じ求すっ

と本件のお問い合わせ先】

一般

`li』

法人日本数材備 1;∴ 脇
令 半i務 局長

―〒 10く〉…0001東京樹,港 :ヽ虎 ノlll1 3-10-lk虎 ノF¶ P'ビ ル

TEl_ :()()― S472“ 7659   t,～耐(1:1



一般社囲法人 日本教材備轟I協会 (」EM/ゝ)につきまして

私 ども一般社団法人 日本教材備品協会 (J EttA)は 、平成 3年に優れた教材

荻具の研究開発 と普及を目指 して設立され、平成 10年に当時の文部大臣より

社団法人の認 ■rを受けた協会です。

以後、公益事業に注力 し、学校教育用教材備品等に関する普及、活用、開発、調査

研究、品質 |れ と等の事業を行 うことで我が国の学校教育に寄与してまいりました。

法人制度改革に伴い、平成 25年 4月 に一般社団法人に移行 し、引き続き学校教

育に寄与することを日的に事業を展開しているところでありますと
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計画的な が必要で坑

支部科学省策定の を参考に、

を活用 して、

適切な教材の整備充実を図 りましょう!
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義務教育諸学校における

〕EHA」apan EdBca∬ o日州Ma10西ah AssoЫ auol,

教材整備指針

教材整備計画

教材整備計画

令和2年度～11年度

＼ ＼

二般社団法人 日本教材l捕品協会 ジ エマ

11

ir



予どもたちの確かな学力の育成を図るための

が策定されています。

令和2年度から11年度まで、「学校教材整備どのために、

単年度約800億円、10か年で約8,000億円(見込み)の

、※地方葉付税措置が講じられております。

●

「主体的・対話的で深い学例 tiま り、

児童・生徒たちが自ら考え、

自ら発信する力をより伸ばす教育を進めるために、

支援・触発する学校教材を

しっかりと整備していきましょう。

1 概要 |一――一二∵一i―~‐~……………∵~,~∵~~…………■
~|…∵‐

■~T~………………

支部科学省では学習指導要領改訂や学校における働き方改革の進展等を踏まえ、各教育

委員会、各学校の教材整備の参考資料となる「教材整備指針どを令和元年 3月 に改訂。

これを
'き

まえ、令和 2年度からの計画的な教育環境整備に関する財政措置の見通じとなる

「義務教育譜学校における教材整備計画」を策定。

学習指導要領に対応し、子どもたちの確かな学力の育成

を歯るため、学校教材の安定的かつ計画的な整備を

促進する。
'  

●

(令和元年 8月改訂)の例示執材等の

整備に必要な経費を積算。

尋
4｀

(1)学習指導要領関連 (学習指導要領に対応する教材)

(2)技術革新等関連 (昨今の技術革新等を踏まえた教材)

(3)学校における働き方改革関連 (学 校における教育

環境改善に資する教材)

学年度措置額(普通交付税)約 800億円

(10か年総額 約 8,000億 円見込み)

…

伸500毎円

…

約260億円

呻 約40億円

※地方交付税措置

地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスが提供できるよう財源保障をするもの。

なお、この地方公共団体が学校教材の整備のために必要な標準的な経費については、普通交付税の基準財政需要額に算入しているo

3.積算内容

教材整感串指針

2,計画の内容i.趣旨

義務教育諸学校における教材整備計画

教材整備計画

テどもたちのために、

教材整備に積極的に

イ吏いましょう!

4.年次計画額



0●
―

0披徳華新等を踏まえる 0学校における働き方改革に対応

0教材整備数量の自安を伊ll示 0学習指導要観に対応

教材整備指針の特色

教材整備指針

JEMA 検 索 学校教材の整備 検 索

辞しくはこちら▼ご本明点や活用のご相激などございましたらお問い合わせください。

学校教材の計画的

支部科学省策定の

な整備のため、

を

積 極 的 に 活 用 し ま し ょ う !

教材整備指針iよ 義務教育苧学校に備える教材の例否品日、

整備数量の目安を参考資料としてとりまとめたものです。

目安の数量(必要数)と 現有数とを把握し、計画的に

整備していきましようとこれらの整備に必要な経費は
,

新たな教材整備計画により地方交付税措置が誇じられております。
小学校教材整備指針

各市区町村、学校が具体的な整備

数量を定める際の参考として、学校、

学年、学級、グループあたりの整備

の目安を教材毎に例示

視線/音声入力装置 (特別支援学

校 )、 3Dプリンター (中学校)等、

昨今の技術革新 等 を踏 まえた

教材を例示

WWWiiematoLiprmexvmext‐ info

学習指導要領に対応する

全ての教科の教材を例示

拡大プリンタィ、複合機等学校

における教育環境改善に資する

教材を例示

峙
"wimexttuO.IP/attmerurShotou/

一学

r

教替整備指針の活用づu

"新
たに必要となる教材、更新が必要な教材のピックアップに 1

赫備える整備数の参考に !

>整備計画策定の参考に 1

"教育委員会等への要望資料として !

ぬ ! 五

………・,……………・・.……`す
.… ……… …    ■` kyozairindex.htm



教材整備指針

例 :小学校教材整備指針を基に

教材整備指針は

このような内容に

なっています。

に基づぃた     を!

可能な教材

外国苗

【特別支援教育に必要な教材】

特別支鍛教育に

必要な敷材  `

車 車

1機あたり1樫康難

一弊

一鞠

一グ，レ・
プ

帥

■

一Ｌ

一皿

・眈

I、 学校

I学年

Ⅲ.学級

Ⅳ グループ

(1学級分)

※る要数―現有数=整備敷

1校あたり1程度

1学年あたり1程度

1学級あたり1程度

3人あたり1程度

2人あたり1程度

1人あたり1程度

とりあげる指導内容等によつて整備数が異なるものと V

● △発表・表示阿敬材 1

△′2
シゲ教育用ソフトウェア・ハー ドウェア O道長,実習隔具教材 23

△情報記録用教材 32 'プリンター・拡大プリンタと

△発表・表示用教材 35 黒 板 (作5

避 貝・実 習 阿異 教 材 40
6 △全 発表・表五用教材 46 地球儀

著示説明ツフト 0 ()発表・表示用教材 49 教材作 ,

還曳:羮霞痛異執材(数と計算) 59 三十算プロック 0 ①

△発議・表示用教材 65 物、大 ど ) O
実賤観察`体験用教材 89 音の学習用具 (お んさなど) 0 ○

実離観豊・体臓用教材 121 本の実穴あけ器 0 O≧活

発 表・ 表 示用 教 材 127 盤 ○

0 O遺員 ,実習同具教材 133

0発表・表示用数材 144 色立体模型

題民・案習用具教材 175
憂理用教材 (望 理戸覇澪、材料収細榊 'ィ個、作品乾爆鞘再、

掃除機 (集 塵機)など)    ′ 0 △

発表,表示爾敷材l佳生活関連執材) 176 黒板 (栄 養黒頼、献立黒板など)

O実験観察・体験用教材 209 簡易騒音計

投 の 運 聾 ○道具・案雷用異執材(籐上理働) 235

造員・実圏躍興教材(ボール重ヨ:〕 245 ハンド, 0 O
発 表・表 示用散 材 268 D ンツ、チ ム 0 ○

遭 員・霙 習用 員 数材 265 力iド教材 どクチャーカード、フラツシユカードなど) e
292 高齢者疑,｀大体験セット、カロ齢体験セット 0 △

(う勁 発表‐表示用教材 299 紙芝居用舞台

団13 0
r夭撃テ買霞費:筆与三系解 化よ毛▼台、 △

知的障害
△311 ▼ソーシヤルスキル指導用教材

316 '入力支援機器 (手 指入力、音声入力、視線入力など)
△

肢体不自由
砥 二 焉 ち 還 ぴ ス ロ ー フ ○

323 ど )表示機器 (VR ○
病弱及び身体虚弱

333 字韓提示システム(音声認識システム、字幕提示用機器など) 回 ○

自翻症 346 デジタルカメラ □ ○

:学 習障害 (■D) 351 カラーフィルター(情報の量や3白 さを調整するシートなど)

注意欠陥多動性障害(ADHD) 35S 衝 立

0学校における働き方改革に対応 ②学習↓哲導要領に対応

I→ 9ぃヽ ■例示品名教科書 機能別分類 4母 1,〔

0教材整備数量のB安を例示0技術革新等を隧まえる

教科箸 機能別分類 例示品名 現有数必要奏文おぅ,蘇 二

特別支援学校

1,'fl trl= ll蜜!む 子と   I将 号 |

教 材 整 備 指 針 (令和 元 年 度 改 言丁)で の 例 示 品 の 整 備 状 況 脚 4年度 工 MA調査より)

発表板 :

学校全体で共用可能な

発表・表示用教材の例示品

韓
整備済 11:7%

整備中
195%

これから整備
95%

ユニバーサルスポーツ用臭
・グランドテニス用具―式

・サ,ン ドテープルチニス月]農一式

ゴー″ポーフレ用集韓式

フ0ア,lV― ♯…″用臭―式

ポ″チャ用RI一式 をど

特別支援教育 (共通)に

必要な教材の例示品

…整備済 8.0%

整備中
10.096

これから

整備
11.1%機

無回答 03%



学校教材の整備の進め方について

教材整備計画における学校教材の整備に必要な経費は、と也方交付税等による財政措置の対象とされており、学校教材の

整備について、それぞれの地域で議論し、予算措置することが重要です。地方教育行政の組織及び運営に関する法律に

基づき、各地方自治体に設置される総合教育会議において、計画的な教材整備について首長と教育委員会が協議・調整する

ことも有効であると考えられます。

拳独義場で,1議理 i
々整備吊 Bや教材の優先I贋位 を決定

校長を中心に、教頭、教務主任、事務職員等による予算委員会を

組織するなど、校内組織を生かした全校的な対応を図る。

１
１１

１

卜
　
●
十
１
　
１

て―
卜
中ｒ
ｒ
■

１，
ト
ト
ｒ
ｒ
オ
よ…、
ユ

ie各学校に対するヒアリング

10各学校での台帳による管理

|● 学校で必要な教材の優先順位をうけて要望

整 l薦 状況の照会

■教育委員会で内容を精査

●教材整備に必要な費用を積算

■教育条件整備 に関する施策

学校備品 '教材の計画的な整備計τ口

(釜ロベース)

令和5年度措置額約800億側

'必要な予算を要求

要゙求内容について説明

く積算基礎》

(B8学級規模)… 1・・2,761千冊

(15学級規模)……2,836千冊

(350学級規模)。・84,804千円

交

備考1:地方交付税措置額の試算に用いる学級数(D)は、義務標準法に規定する学級編制の標準により算定した学級数です。

ヽ申 ロ 導学校現場で更新・新規購入が必要な教材を把握

,教委に対して情報提供・要望(教材による効果の説明等)

支部科学省からの資料等も活用

・地方交付税の財源措置等の通知
・教材整備指針

試算額

E(C× D)
イ
22,950キ円
_千 円

45,120千円

_千 円

12,115千円

_千 円

学校

０

予
幹
配
悦

地方公共団体
(β/政部局等,

０

予
算

要

す

０

協
議

0
予

算
配

賦 々 鵡
Υ

● 状況報告  学校 → 教育委員会

② 教育委員会内での整理  教育委員会

0協 議・調整 教育委員会 ⇔ 地方公共団体 (財政部局等)

首長と教育委員会が協議 ・調整することに

より、山J者 が子
“
文育政策 (ナ,方 ド】J性 を共子ョし、 改

して■メ[行 にあたることが可能になりよす。

卜

Ｚ

一
Ｏ

Ｌ

財政捲置額

イ」ヽ学校 0予 算配賦  地方公共団体 (財政部局等)⇒ 教育委員会

中 学 校

特別支援学校
0予 算配賦  教育委員会 → 学校

教材整備関係の地方交付税措置額の試算例 (令不D5年度ベース)

に用いる標準施設地方交付税
1

,

1学級当たり
一般財源

C(A/8)A

T般財源
施設規模

(教材整備関係)

B

施設規模

D

18学級 153千円2,761千 円
150学級

_学 級

15学級 189千円2,83 6千円
80学級

_学 級

50学級

_学 級
350学級 242.3千 円84,304千円

小学校

中学校

特別支援学校

ここに学級数を代入しててあなたの

白治体や学校の措置額を試算 しま

しょう1  1

備考2:寒冷補正(暖房費や除雪費等を反嶼するもの)等の補正係数は、考慮していません。



学習指導要領を踏まえた安定的かつ計画的な教材整備の実現に向けて 文部科学省初等中等教育局長 矢野和彦

適切な教材の整備充実は、児童生徒の関心・意欲や知識理解の質をさらに高め、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実による学習指導妻振の

題言の実現を図る上で揮めて重要であり、力nえて教禽下の授業準備や教材研究の負担軽減効果も期待でき、各学校における働き方改革の推進にも資するもの

と考えられます。

このため、文部科学省では、教育条件整備策め―つとして、令和元年 8月 に策定した「教材整備指針」に柳l示 される学校教材等の整備が、安定

的かつ計画的に実施できるよう、「義務教育諸学校における教材整備計画」(令和2～ ¬1年度の10か年)を 策定しており、令和5年度で四年度目と

なりました。

cICAスクール構想の進展等を中心として、学校の教育環境に大きな変化が訪れております力《 教材整備の重要性ほ変わりません。各地方公共団体、

教育委員会、学校におかれましては、同指針も参考としていただきながら必要な数材を整理したとで、総合教育会議における首長と教育委員会の協議・

調整の移を活詭するなどして、学校歌材の整l縮 をより生層推進していただければ幸甚です。

地域の実I清に応じた教材整備の推進を 総務省自治財政局調整課課長補佐 水谷健―郎

学者鷺指導要領に対応して策定された「義務教育諸学校における教材整備計画Jを踏まえ、学校教材の安定的かつ計画的な整備を促進するため、その整備

に必要な経費についてtよ 、地方交付税措置を講けることとしております。

地方交付税に使途の定め1よ なく、それぞれの地iO虎 において、数材整備の必要性やその整備水準等について議論を深めていただくことが重要です。地域

の実情に応じた教材整備が推進され、各学校現場での創意工夫に基づき、子どもたちの健やかな学びが図られることを期待しております。

ずべての子どもたちが工定の水準の教育を受けられるよう      全国連合お嘩稜長会会長 植村洋司
令不r15年度tよ学習指導要観全面実施4年目となり、全国の小学校で1よ 、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善がより■層進められてい

まヽす。また、一人一台端末と高速大容量通信環境における、ICTを活用した教育活動が本格化し、効果的活用が図ら4ています。しかしながら、各自治体

の財政状況や考え方等によつて、その整備や推進状況に格差が生じています。

全国連合小学校長会は、公立小学校の教育環境は全国どこでも同じように整備されていなければならないと考えています。すべての子どもたちが一定の

水準の教育を受けられるよう、「教材整備指針」を踏まえた教材整備が進みますようにお願いいたします。

「学びの充実」と「学校における働き方改革」の具現のための教材整備を  全日本中学校長会会長 齊藤正富
現行の学習指導要領の全面実施 3年目を迎え、全国の公立中学校では「主体的・対話的で深い学びJの実現に向けた授業改善をさらに進めているところ

です。学校において使用されゃ黎材Iよ、学びを充実させる上で、生徒の奥昧・F)尋心を高めたり、理解を深めたりするために極めて重要であり、全国どの地域

でも一定水準の教育を受けることができる環境を整える上でもその充実が不可欠ですとまた、喫緊の課題である「学校における働き方改革」を推進させる点

においては、数師の負担軽減にとっても重要です。これらのことから、全国の公立中学校が「教材整備指針」を基に整備計画を策定し、確実な教材の整備

を進めていただくようお願いいたします。

学 校 教 材 の 有 効 活 用 を

~                  
全国市町村教育委員会連合会 会長 田邊 俊治

すべての子どもたちの最大限の可能性を引き出す個月l最適な学びを推進するために、教師の適切な指導と同時にくその指導をより効果的にする学校教材
が必要不可欠です。

G:GAス クール構想により児童生年の「1人 刊台端末」を活用した授業が進められる一方で、より五感を動かせる実習。実験、体験活動などリアルな学び

の重要性についても再詠識しておくことが必要です。デジタル教材はもちみんのことヽ 従来からの教材など学校教材の必要性fよ更に増しているといえま魂
全国の市町村教育委員会は、学校教材の有効活用が図られ、子どもたちの学習活動がより充実されるよう、それぞれの学校において教材整備の具体的

な計画を策定し、実行されていくことを望んでいます。

計 画 的 で 着 実 な 学 校 教 材 の 整 備 を            一般社国法人日本教材備品協会 IEMA)会長 大久保 昇

学習指導要領が目指す児童生徒一人―人の「主体的・対話的で深い学び1を実現し、子どもたちが痢ら考え、自ら発信する力を身につけるために、学校の様々
な教材教臭はそれを触発する道具として情報端末の整備と同じく重要な存在です。文部科学省では子どもたちの確かな学力の育成を図り、学校教材の安定
的かつ計画的な整備を促進するために、令不l12年 度から10年間の「義務教育諸学校における教材整備計画」が策定され、単年度で約 800億円の財政
措置が講じられておりますδすべての自冶体に設置されている「総合教育会議Jにおいて、文部科学省策定の教材整備指針に則り、計画的に、そして着実
に各 の々自治体で学校教材の整備が促進されることをお願いしま魂

教材整備の参考に・・・
iJEMAは、教材整備に関する様々な情報・データを提供しています。

感教材夢=英大http:〃 kvouzaitietta口 0可い/

教材検索WEBサイト.

学校が求める、あらゆる教材l薦報にお応えします。

IJEMAiよ 、安全な教材備品の整備を推進しています。

③子どもたちを健康被害から守ろう !!

JEMA安全基準適合認定事業。

安全
安全嵐車お倉島

」EMA

子どもたちの確かな学力の育成を図るために、

学校教材の安定的で計画的な整備の実施、推進をお願いします。

ユEMA

縣熟鼻iiisitttm

一般社団法人 日本教材備品協会 ジ エ マ

〒105‐ 0001葉京都港区虎ノ門3丁 目10番 11号 虎ノ門PFビル

TEL 03‐ 5472‐ 7659 FAX 03‐ 3431-3900

こ ′

23t09750
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つ くば市議会 議長

五 ,~貞 泰誠 様

(訪問 日時につきま しては、後 日連絡 させていただきます )

以  上

2023年  10月  25日

茨城県

家族農業を守り、食料自給率の向上めざし食料 。農業政策への転換を求める

イ i       共同の申し入れ

世界に広がるPロ ナパンデ ミック、そしてロシア政府によるウタライナ侵攻は、世界経
済を混乱に陥れ、世界的な食料危機を急拡大させてお り、この侵攻を止めさせることは喫
緊の課題です。   i    

―
     、

こうした危機が迫る一方、各地では学校給食の無償化、学校を含む公共調達で地場産、
有機農産物の活用を促進 し、家 /天農業と地域を守る運動が広がらています。
2022年度に小中学校の給食を無償化にした自治体数は 451に まで広が り、小中学校の

絵食を提供する約 1600市区町村の 3割近くまで到達 しています (日 本農業新聞 2月 22日

付)。                              ・

食と農をめぐる様 な々仕組みの見直しを通じ、いま各士也でlま地域循繋型・持続可能な地
域づくり今の展望tま た地球温暖化針策など、地域を守

'る

施策としてあらためてその潜在
的イ面値が見っめなおされています。       `     r   f
各地で広がる学校給食の無償化をはじめ、学校給食や病院食など令地元農畜産物の活

用や独自の予算や苦悩の数々をつかみながら、食料・農業・地域を守る実践と努力を伺
いながら、今後の政府要講などの取り組みに活かしていきたいと考えます。 :
つきましては、下記の事項についてご協力いただきますよう消願い致します。

1            
記

1.月 ll紙 「政府への葵講」に対する賛周善へご協力下さい。

(尚 、 12月 8日 に予定する政府への要講の際に才是出します。)

2.同封する請願署名へのご協力をお願いしますと

3。 私たち農民連が毎週発行する新聞「農民」 (見本誌同封)の定期購読をお願いしますё

4。 当組合の運動趣旨をご理解いただき、括動賛助金のご協力をお願いします。

5,地域農業を守る取り組みや、独自の施策・広がりについて懇談させていただければ幸
いです。      |
つきましては、11月 中旬頃にお伺いいたしますので、宜しくお願いいたします。

県南農



「政府へり要請」に対する賛同書

世界的な食料危機は、食料の6省1以 _Lを世界の日々に依存する国民食料め危うさを浮き彫

りにする●方、日本の地域農業・食料生産を支える基幹的農業従事者はこの10年で3割 も

減少し、地域農業は崩壊の危機に瀕しています。こ
′
うした流れに歯liヒめをかけ、ヽいまこそ国

産食料の増産と、実効性ある国内食料自給率の向上に向けた施策、命の派である食料生産を

支える大多数の家族農業経営を支援する農政が求あられます。私たちはこ政府に対しすべて

の国民に対し安全な食料を掌受する権利を保障するとともに、不安定な原料や農畜産物の輸

入に依存した政策をあ身ためるべきと考たます。以上の越旨から、下記「政府今の要請」に

賛同いたします。 i

2023年  月  日

住 断

団体名

代表者 (役職・氏名) 印

さ…__… ……_… …………………………………`●―__… …_… ………………………■マァーー~~「 ~~=~‐ “｀といい
〕

、一、国内で食料を増産し、日本の食料自給率を向上・改善すること。とくに、食

料自給率を国内農政の重点政策に据える■と。

二、 国内食料自給率の低下を招く、経済連携協定を見直すこと。とりわけ輸入義

務ではないミ二十ムアクセス (MA)米は即刻中止・′見直しを図ること。

二、「農業者戸別所得補償制度」の復活、「水田活用直接支払い交付金の見直しJ

ρ中止など、家族農業を支える政策を実行すること。      '

四、全国各地の自治体などの努力で広がる学校給食の無償化を後押しし、さらに

広がるよう支援・拡充すること。また地元産の安全な農畜産物・食品の活用す

る施策を図ること。    )     ` ‐

内閣総理大臣 殿

挨轍 A監 _姓___



衆議院議長 殿

参議院議長 殿

食料自給率向上を政府の法的義務とすることを

求める請願

年
!月  日

0請願趣旨0
政府は、2024年

'う

通常国会で、食料・農業・農村基本法を見直して新たな「基本法」を
怖1定することをゅざしています:

日本のカロジー白給率38%は先進国の中でも最低であり、穀物白給率2息 %は 世界183か
団Hヨ 129位 です。十日農業基本法以来、内給率は一貫して右廟下がりに低 にし統け、現行の
食料・農業 ,農村基本法制定:後 、5次 |.こ わたる「基本計,当 i」 で食料白給率を引き上げると
されてきましたが、日標を進戒したことは一度もあり,ま せん,現行基本法はti基本計Шi」

でf白 給率向上国採」を設定したものブう、Hlな る閣議決定にしたため、法的拘束力がなく
H標は骨十ノ又きにされたためです.

さらに政府の「
新基本法ゴの検討では、食料自給率を単なる一指1,黎 とし、これまでの位

継:づけを格下げして、食料常給率向上|こ 対する|コ の責lf‐ を放楽しようとしています↓
!い よ、世

`外

的な食料危脱が進行し、「食べたくてt)食べらオしない1人 々がす曽えている中、
資料白給率向 liを 放茶して国民を飢鰍に追い込む♂)ではなく、「新基本法Jでは食料白給
率口標を定めぅ基本計画を国会承認制とし、計画の達成度の検証結果とZ、要な政策の見
直しを|■1会 た報告させるなど、食料白給率の向 liを 政府の法的義務とする必要があり主
寸
‐
.

●請願事項0
-、 「新基本法」,1定にあたっては、食料自総率目標を定める基本計画を国会承認制と

し、自給率向上を政府の法的義務とすること。

氏名・年所の欄に「倒 ltr「 "1は 4く 苛、住所は静地まで記入頼い表す)

※こσ)普名はI悧会諦願以タト′)園 ntでは使用しません゙ 【20?3年度I

〒173-0025 東京都板本蕎区熊野町47-11

准L 03「5966-2224

氏   名 住   所

イチ・県

井;・ :菫

千F・ 県

ヽ

　

！Ｆｒ

4i・ 1堂

付・県

郁・iヽ

lド「 ,,lt

取扱団体 :農民運動全国連合会



食料危機打開のカギは食料自給率向上
逆流を跳ね返し、食料・農業・地域を守ろう !

「翼えない」から

'足

りない」に 深亥J化する食料危機
長年の新自由主義政策が非正規・低賃金の労働者を増大させ

ているなか、気候危機、ヨ囲ナ禍、ウクライナ侵攻によって

エネルギ下や食品の価格が高騰D「食料が高くて買えなしヽすと

いう食料危機が広がっていますЭ国連世界食料計画 (WFP)

はさらに、早ばつや肥料不足で危機は

'食

料が足りない」と

いう次の段階に移行すると警告。アメリカの国際食糧政策研

究所 (IFPRI)に よると、2022年に食料・鋼料・肥料の輸出

を制限した国は 32カ国。23年 ア用にiよ米の世界轟大の輸出

国のインドが輸出の半分を禁輸にしましたひ日本では、農家

も農地も大1届な減少が続いており、いざ食料が足りなくなつ

たとき、食料を十分生産 ,確保できなくなつてしヽますぅ

政府は食料自給率向上の責任を放棄
食生農の危機|よ 、極端に低い食料自給率に表れています (図表 1)Э 8月 7日に発表された最新の食料自給

率 (力 回リーベース)は前年と同じ 38。/。 でしたが、小数点以下で》ると前年よりも 0.3フ ポイント低下

しました。そのうえ、日本政府は現在、食料と農業政策のヨ標生方向性を定める「食料・農業・農村基本法↓

の見直しで、食料当総率を単なる―指標におとしめるなど、食料自給率を向上させる責任を完全(耳 放棄し

ようとしてい談す。

農水省が悪夢の食事像 :足りなくなった時のメニューより、足りなくさせない西文治を 1

食料が足りなくなうたときの食卓|よ どうなるのか。農水

省 |よ悪夢のような食卓像を示しています。「米麦中心の

食生送よで|よ必要力亡]リ ーを6経保できなしヽためf用意し

たメニューが「イモ中心の食生活」。(図表 2)ぅ

その場合、サツマイモとジヤガイモが1圏 3食、朝に食

パン半切れ、ノ♪
―′食にご飯 4杯、副食に野菜炒め、サラダ

か浅漬け。みそ汁はなし、卵は 1カ月に1個……。

こんなメニューを考える前に、食料自総率の大幅な向上

で十分な食料を確保するのが政治の責任ではないでしょ

うか。

食料危機のもとで国民を飢えさせないため食料自給率を

向上させる食健連の運動にご協力ください。

国民の食糧と健康を守る運動全国連絡会 (全国食健連)

〒173:00D5 東京都板橋区寅豊野町 4フー11.社医研会館 lF

目霊言苦 : Eメ ール

回表2:農氷省が示す悪夢の食卓像

朝

食

αパン

半切イと

焼きイモ

2本

サラダ

21硼
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甕水省「食料自給力の指標」 (イ モ類中心の食生活)

回表1:主要国のなかで極端に
低い日本の食料自縮率
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ィ年金制度における外国人への脱退一時金の

是正を求める意見書の採択を求める陳情
幻klボ市 議会議長様

陳情の要旨
1・ 脱退工時金の運用IEおいて、日本人と外国人の被用者間で退職時の不'ム平`が生じていると

2・ 生活保護予備群を無尽蔵に生み出す制度運用であり、地方財政上の問題がある。

3・ 72万件もの外国人の年金制度脱退を裁定するも、国側はその動向を把握していない。

4・ 厚生労働大臣が国会で答弁した今、調査およぴ改善の要望を地方から挙げて頂きたい。

陳情の理由

昭和の時代からの制度と国際法の狭間で、様々な省庁が人道主義や特例対応を許した結果、本来の立

法主旨からかけ離れた制度運用となり、日本人と外国人がいがみ合うような不公平が生じていると国の

制度の問題であり地方行政では対応ができません。大部分が法定受託事務であることに鑑み、現場とな

る地方から財政問題として声を挙げる必要があるため調査および改善を求める意見書の採択を陳情する。

年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書 (案 )

国夷年金や厚生年金保険 (共 済、組合等 を含む)の被保険若 (組 合員
｀
等)で 日本国籍 を有 し

ナょヽぃ方が我が国を出国す る際は、脱遜一時金 を請求することがで きます。同時に年金文給資

格 を喪失するため、】キ来的には無年金や低年金にな ります。脱巡一時金の裁定件数は増カロ傾

向にあ り、今オロ3年度 は 9万 6+件 に達 し、過去 10年の累計値 は72万件 を超 えま した。

年金 を党給するためには最低 10年 間のカロ入期間が強要ですが、伝 に我が国に在留を続 け生

活が困窮 した場合、生活保護の支給対象 とな ります。               ,
また、同制度は再入国 を妨げていないため、のちに我が国で再度就労す ることがで きます。

タト国人労働者の産業万1内 訳 は、製造業 を筆頭に修P売 業、小売業、ならびに宿泊業、飲食サ=
ビス、建設業など雇用の流動性が高 く派遣労働が多い職種です。

入国時には就労 ビザや留学ビすであっても、
′
やがては永仁資格などの申請を行うことがで

きるようにナょヽってぉり、永仁資格を持つタト国人であっても脱退工時金の申請を妨げるように

はナょ、ってぃません。

日本人は公的年金を脱還することはできず、この現状を″天冒Lす ることは国民の間に
'食

い不

公平惑を与えることになりかねません。特に派遣社員が雇止めになった等の場合は、極めて

大き＼ナょヽ格差が生じております。

無年金であるタト国人の増加は、将来的に地方の財政負担にうながります。脱還一時会を請

求した方は永続的に帰国する前提であるという制度の趣旨に立ち遜 り、政府においては地方

財政を圧迫 しないよう伸↓度の是工を強 く要請 します。

以上、地方 自治法 第 99条 の規定 によ り意見書 を提 出い た します 6

令和 5年 11月 24日
-5114128 陳情 r斃  12号 住所

連絡先一ネ



(参考資料 。代表質問議事録)

第 212回 臨時国会・総理所信表明演説に姑する自由民主党代表質問

令和 5年 10月 24日

自由民主党・無所属の会 (稲 田朋美 )

岸田政権の「デジタル行財政改革」は、何を改革し、何を目指すのか、総理から国

民が自分ごとと感 じられる分かりやすいご説明をお願いします。政治は制度をつくる

だけでなく、それが現場でどう動いているか目配 りし、不断に改善としていくことも重

要です。

我が国の国際化が進展する中で、これまで日本人を前提とした昭和の時代からの制

度が、外国人に適用される際に、弊害が顕在化する場合があ―ります。その例として、

年金の脱退一時金制度がありますЬ

日本人は年金制度から脱退することはできません。ところが、外国人が帰国する場

合には、年金制度か ら脱退 し、一時金 を受給できます。永住若 奮格 がある外国人が年

し の し て い い 理 で 生

保護を受給することも現在の制度運営上、可能となっています。

脱退一時金制度をはじめ、在留資格制度や社会保障制度の運用の狭間で生じている

課題について実態把握を進め、国民が納得できる制度に向けて改善を図るべきと考え

ますが、厚生労働大臣のご見解を伺います。

(武見敬三 。厚生労働大臣)

稲田朋美議員のご質問にお答えをいたします。年金の脱退一時金についておたずね

がわりました。ご指摘の制度の運用の狭間で生じる課題について関係省庁とも連携し

つつ、実態把握等を進めて、必要な改善を図ることは重要と考えております。

脱退一時金は外国の方々に特有の事情を踏まえて例外的に設けられている制度で

ございます。厚生労働省 としては、必要な実態把握を行いながら政府内における在留

資格に関する議論の状況等も踏まえ、次期年金制度改革改正に向けて必要な検討を行

ってまぃ ります。

イ篭翌壁誓筆F雪



(参考資料 。採択済意見書)

提 出先 内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、

出入 国在留管理庁長官、衆議院議長、参議院議長

年金制度 における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書

国民年金や厚生年金録険
卜
(共済組合等を含む)の被保険者 (組合員等)で 日本

国籍を有しない方が我が国を出国する際は、脱退一時金を請求することができま

す。同時に年金受給資格を喪失するため、将来的には無年金や低年金になります。

脱退一時金の裁定件数は増加傾向にあり、令和 3年度は 9万 6千件に達 し、過去

19年の累計値は 72万件を超えました。年金を受給するためには最低 10年間

の加入期間が必要ですが、仮に我が国に在留を続け生活が困窮 した場合、生活保

護の支給紺象となります。

また、同制度は再入国を妨げていないため、のちに我が国で再度就労すること

ができます。外国人労働者の産業別内訳は、製造業を筆頭に卸売業、小売業、な

らびに宿泊業、飲食サービス、建設業など雇用の流動性が高く派遣労働が多い職

種です。

入国時には就労ビザや留学ビザであっても、やがては永住資格などの申請を行

うことができるようになっており、永住資格を持つ外国人であつても脱退一時金

の申請を妨げるようにはなつていません。

日本人は公的年企を脱退することはできず、この現状を放置することは国民の

間に強い不公平感を与えることになりかねません。特に派遣社員が雇止めになっ

た等の場合は、極めて大きな格差が生 じております。

無年金である外国人の増加は、将来的に地方の財政負担につながります。脱退

一時金を請求 した方は永続的に帰国する前提であるとい う制度の趣旨に立ち返

り、政府においては地方財政を圧迫しなヤヽよう制度の是正を強く要請 します。

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出いたします。

令 和 5年 9月 27日

行 橋 市 議 会


